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子どもも大人もあつまれ

し えんれんらくかい

ファミサポ

養育相談

生野区学童期こども支援連絡会ってなあに？

■ 生野区役所保健福祉課（子育て支援室）

生野区役所内 雷話：06-6715-9024
18歳未満の子どもの様々な支援を行っています。子ども・子育てに関する悩みの

相談に応じます。

■ 生野区役所保健福祉課（保健活動）

生野区役所内 電話：06-6715-9968
保健師が妊娠・出産・子どもの発育や育て方・健康に関する相談に応じます。

■ 大阪市こども相談センタ ー

中央区森ノ宮中央1·17·5 電話：06-4301·3100
18歳未満の子どもの養育・障がい ・ 非行 ・ 虐待・不登校・しつけなど、子どもに

関する問題の相談を受け付けています。

■ 大阪市発達障がい者支援センタ ー 「エルムおおさか」

平野区喜運西6-2-55 電話：06-6797-6931
発達障がいに関する情報提供や助言を行うとともに、相談内容により学校や施設等
の関係機関と連携して、問題解決・軽減のための支援を行います。

■ 生野区社会福祉協議会こども地域包括ケアシステム

勝山北3-13-20 電話：06-6712-3101
18歳までの子どもたちを対象に、地域や支援者の皆さんの相談に応じ、関係機関

と連携して支援を行っています。

子ども食堂に行きたい ・ 居場所が欲しい

子どもと一 緒に楽しみたい

／ 福祉サ ー ビスを利用したい

相談支援

ご本人とご家族の生活や子育ての悩みや希望を聞き取りながら、福祉サー ビス利用に関
して助言や提案をし、サポ ートをします。相談支援実施事業所については生野区役所保
健福祉課にお問い合わせください。

裏面マップ'’へ

保護者不在の間、みてほしい ・ 送迎をしてほしい

預かりや送迎をお手伝いします

■ ファミリ ー・ サポ ート・ センタ ー

地域で子育てを支援するために、①子どもを預けたい方（依頼会員）と②子どもを
預かりたい方（提供会員）が、地域でお互いに助け合う相互援助活動です。

対象 子どもの年齢は、概ね生後 3ヶ月 ～ 10歳未満です。 裏面マップ'’‘

学校に行くことが難しい ・ 行きたくない

不登校の悩み・相談

不登校に関する相談を受け付けています。

■ 生野区役所保健福祉課（子育て支援室）

生野区役所内 電話：06-6715-9024

■ 大阪市子ども相談センタ ー

中央区森ノ宮中央1-17-5 電話：06-4301-3100 

他にも、生野区内では、不登校の子どもたちの居場所づくりや学習支援に取り組んで
いる団体や事業所もあります。

裏面マップ’’’’へ

もしかして …と思ったら

子どもの虐待に関する相談・通報

生野区学童期こども支援連絡会は、『子どもたちの育ちを応援したい』

団体・事業所の集まりです。子どもたちの健やかな成長のための取り

組みを毎月実施しています。

「おたすけマップ」ってなあに？

18 歳以下の全ての子どもたちと、その育ちに関わる全てのおとなが

利用できる『子どもの育ちを応援するマップ』です。

遊び場や居場所を探している子どもたち、 発達が気になる子どもたち、

障がいのある子どもたち、学校へ行きたがらない子どもたち、いろいろな

しんどいを抱える子どもたち…。一 人で悩まず、地域で一 緒に成長して

いきませんか？

もし、 気になる事や困ったことがあれば、 まずはお近くの支援機関へ

ご連絡ください。

発行元

生野区学童期こども支援連絡会

お問い合わせ［事務局］

〒 544-0033 大阪市生野区勝山北 3 丁目 13-20
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生野区内では、子ども食堂や子どもの居場所事業を実施している団体・事業所があり
ます。
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裏面マップ日へ

出来ることから始めてみませんか？

子どもの育ちを応援したい

1 ボランティアに参加したい！

生野区内では、子育てを支援するボランティアグル ープも活動しています。詳しくは｀
お問い合わせください。

問い合わせ
生野区ボランティア・市民活動センタ ー

勝山北3-13-20 電話：06-6712-3101

里親（さとおや）ってなあに？ I 

親の入院や出産など、さまざまな事情で家庭で暮らせない子どもたちを、自身の家庭に
迎えて短期間または長期間養育してくださる方（里親）を募集しています。
里親になるのは難しいと思われるかもしれませんが、里親登録前の研修や実習、子ども
の養育にかかる手当の支給、レスパイト（一時的休息）や訪問相談等をはじめとした
さまざまな支援があります。詳しくはこども相談センタ ーまでお問い合わせください。

大阪市こども相談センタ ー

問い合わせ 中央区森ノ宮中央1-17-5 電話：06-4301-3100
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子どもの虐待について気にかかることがあれば、すぐに相談してください。連絡・相談
は子どもを守るためのものです。
連絡・相談した方が特定されないように、秘密は守られます。

■ 生野区保健福祉課（子育て支援室）

電話：06-671S-9024 平日 9:00~17:30

■ 児童虐待ホットライン

電話：0120-01-7285 24時間 年中無休

体調、病気について看護師に相談したい

訪問看護

体調管理、内服管理、医療機器管理、育児についての相談や指導、病院との橋渡しなど
医療の視点でサポ ートしていきます。

対象 定期的に病院、クリニックに通院されている子ども 裏面マップロへ

ご利用までの流れ

1．事前相談 まずは事業所へご連絡ください。面談のうえご本人、ご家族と 一 緒に
サポ ート内容を相談します。

2．指示書依頼 定期的に通院されている病院、クリニックに相談内容を報告し訪問看護
指示書を依頼します。

3．契約·利用 事業所と契約のうえ、利用開始となります。
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集団活動が難しい ・ 落ち着きがない ・ 療育が受けたい

児童発達支援・放課後等デイサー ビス

■ 児童発達支援

障がい児に対する日常生活における基本的な動作の指導、知識の付与、集団生活へ
の適応訓練を行います。

対象 就学していない障がい児

■ 放課後デイサ ー ビス

就学中の障がい児に対し、授業の終了後または休業日に生活能力向上のために必要
な訓練、社会との交流の促進を行います。

対象 学校教育法に規定する学校（幼稚園・大学を除く）に就学している障がい児

※児童発達支援・放課後等デイサ ー ビスは、療育手帳などの交付を必ずしも受けて

いる必要はありません。医師等により療育の必要性が認められた場合、サ ー ビスを

受けることができます。
裏面マップ日こ上�

ご利用までの流れ

1．事前相談 まずは 一度、事業所へご連絡ください。見学・面談の上、ご本人やご家
族の希望など、支援の内容について相談できます。

2．指示書依頼 通所受給者証が必要になります。お持ちでない場合は、生野区役所の保
健福祉課で申請手続きを行ってください。

3．契約·利用 事業所と契約のうえ、利用開始となります。
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こどもちょこっとサポ ー トマー ク

·こどもし

一

サポー ト
Little child support 霞

生野区学童期子ども支援連絡会では、子どもや親子をサポ ートするマークを作成し、

協力団体を募集しています。詳しくはQRコ ー ドよりご確認ください。

にほんご

やさしい日本語

おおさかし にほんご じようほう

大阪市ではやさしい日本語で情報をとどけています。
くわ おおさかし にほんご

詳しくは大阪市のホ ー ムペ ー ジ「やさしい日本語を
つか し あつ み

使ったお知らせを集めました」を見てください。
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